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石川県原子力環境安全管理協議会  議事録  

     日  時：令和６年７月 29 日（月） 10 時 30 分～ 12 時 00 分  

     場  所：石川県庁  議会庁舎１階  大会議室  

 

事務局  

（ 10:30）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳田副知事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただいまから、石川県原子力環境安全  

管理協議会を開催いたします。  

開会にあたりまして、委員の出席数をご報告いたします。協議  

会委員２７名のところ、ただいま２３名のご出席をいただいてお

り、協議会規程により、定足数に達しておりますことをご報告申

し上げます。  

前回の３月の協議会以降一部の委員に交替がございましたの

で、ご紹介させていただきます。  

それでは、議事に入ります前に、徳田副知事からご挨拶を申し

上げます。  

 

皆様おはようございます。委員の皆様方には何かとお忙しい中、

当協議会にご出席賜り、ありがとうございます。  

令和６年１月１日に発生いたしました能登半島地震の発生から

まもなく７ヶ月が経過しようとしております。７月 23 日現在であ

りますけれども、災害関連死を含めお亡くなりになられた方は 299

名、行方不明者は３名、重軽傷者が 1209 名そして県内全域で 8 万

6000 棟を超える住家被害が発生しております。改めてお亡くなら

れた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われ

た皆様に対して、心からお見舞いを申し上げる次第であります。  

県では発災以降、道路等のインフラの早期復旧や被災者の生活

再建に向け、国の方からは多大なご支援をいただき、市町と連携

をし、全力で取り組んでいるところであります。一例を申し上げ

ますと、仮設住宅の完成は原則８月中の完成を目途に進めており

ます。そして現在は公費解体の進捗が大変大きな課題となってお

ります。解体見込み数の上方修正をし、それに関わるどのような

対応が必要かなどの検討を進め、公費解体の進捗に向けた取り組

みを進めているところであります。  

また復興に向けましては石川県創造的復興プランを先般策定を

し、これに基づき、これからは被災市町と連携を密にし、復興に

向けた歩みも進めていくことといたしております。復旧復興に向

けた道のりは長く険しい道のりであります。県庁一丸となって、

市町あるいは国、そして関係機関のご協力をいただき、取り組ん

でまいる所存でございます。  

志賀原子力発電所でございますけれども、今回の地震により変

圧器の油漏れが確認されましたが、原子力規制委員会の方では、

発電所の安全確保に影響のある問題は生じていないとされており

ます。  

本日は北陸電力さんの方から、３月の本協議会で説明がありま
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事務局  

 

 

 

委  員  

 

事務局  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

議  長  

（ 10:36）  

 

 

 

新委員  

した、志賀原子力発電所の被災状況、それに係る対応状況につき

まして、その後の進捗状況をご説明をいただくことといたしてお

ります。  

志賀原子力発電所につきましては現在、原子力規制委員会の新

規制基準への適合性に関する審査会合において、敷地周辺の断層

の活動性に関する審査が行われてございます。規制委員会には、

能登半島地震への影響を、検証をしていただくとともに、科学的

な根拠に基づき、厳格な審査を行い、地元住民はもとより国民の

理解と納得が得られるよう、しっかりと説明責任を果たしていた

だきたいと考えているところであります。原子力発電所は安全確

保が大前提であります。北陸電力さんには今後ともより一層の安

全対策に取り組むよう強く求めてまいりたいと考えております。  

本日は定例の志賀原子力発電所の運転状況、そして周辺環境放

射線の監視結果、温排水の影響調査結果の四半期報告などについ

てご審議をいただきたいと思います。委員の皆様方には忌憚のな

いご意見、ご発言をいただきますようお願い申し上げまして挨拶

に代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  

 

それでは議題（１）にあります会長の選任及び会長代理の指名

についてです。前会長退任に伴い、現在会長が不在となっており

ます。協議会規定により、会長は委員の互選を持って選任するこ

とになっております。いかが取り扱いましょうか。  

 

会長は徳田委員にお願いしたらいかがでございましょうか。  

 

はい、ありがとうございます。ただいま徳田委員を会長にとの

ご推薦がございましたが、皆様いかがでしょうか。  

 

（異議なし）  

 

ありがとうございます。ご異議がないとのお声がございますの

で、徳田委員に会長をお願いしたいと思います。  

それでは協議会規程により議長は会長が務めることとなってお

りますので、これからの議事進行は徳田会長にお願いしたいと思

います。今回は委員改選後、最初の協議会でございますので、会

長代理の指名を会長からあわせてお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。  

 

はい。今ほど委員の皆様方のご同意をいただきましたので、会

長を務めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  

まず会長代理でございますけれども、協議会規程により会長が

指名することになっております。放射線温排水の委員会委員長の

新委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

承知いたしました。  
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（ 13:52）  
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議  長  

 

 

北陸電力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは本日の議題に入らせていただきます。まず始めに議題

（２）の志賀原子力発電所の運転状況などについて北陸電力さん

の方からご報告ご説明をお願いします。  

 

・「 No.1-1 志賀原子力発電所運転状況等四半期報告（令和５年度

第４四半期）」を用いて説明  

・「 No.1-2 志賀原子力発電所運転状況等報告（前回協議会以降）」 

を用いて説明  

 

ありがとうございました。今ほどのご説明につきまして、ご質

問等ございましたら、委員の皆様方からご発言をいただきたいと

思います。  

 

この度の能登半島地震の対策結果、非常によく取りまとめられ、

わかりやくなってると思います。  

それで私が気がついたのは、気がついたというか、要望なんで

すが、 19 ページです。これは耐震のまとめになってます。これは

基準地震動、あるいは、今回の地震波に対して工学的にどのよう

に健全性が保たれたのかということをまとめてあります。石川県

民の方々で最もご関心のあることは、この一番最後の丸ではない

かと思うんですね。つまり健全性は十分に保たれている。ただ県

民の方々は、もし原子炉が動いてたら大丈夫だったんだろうか、

ということを一番関心を持たれてると思うんですね。ですから、

この一番最後のところの、「もし動いていたとしても、耐震 S ク

ラスと言われる原子炉の安全性に最も重要なものは全て健全性が

保たれていたので、動いていたとしても十分に安全性は保たれ

る。」というこの一番最後のところを特に県民の方々には強調し

て、ご発信されたらよろしいんではないかというふうに思います。

これは要望です。  

 

今ほどのご発言につきまして、北陸電力さんから何かございま

すか。  

 

我々、地震の発生の後からしっかりと運転中も健全性が保たれ

るということを確認してまいりました。  

そういう意味で、詳細な耐震の評価、それから現場の点検、そ

ういうことをさせていただきまして、しっかりそれも公表してま

いったところでございます。  

今ほどの要望につきましては、今後あらゆる機会を通じて、こ

のような技術的内容についてお示しをしたいと思っております

し、現在当社のホームページ上でも特設の情報のコーナーを設け

まして、Q&A の形で情報を掲載してございます。その中にもこれは

書かせていただいております。志賀原子力発電所の安全性につい
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北陸電力  

  

 

 

てわかりやすく丁寧に皆さんにご説明をしていきたいと思いま

す。ありがとうございます。  

 

どうもありがとうございます。  

 

資料の 1-2 の５ページの図について教えていただきたいと思い

ます。これは１回の地震で、伸び差が大きくなったということを

記述していただいてると思うんですが、例えば熊本地震のときの

ように、益城町のあたりでは震度７の地震が２回あったという報

告があります。今回はかなりきつい地震があったんですけども、

それが１回終わったんですが、立て続けに２回あったときにも、

その安全な範囲で収まるかどうかっていうのについてちょっと教

えていただきたいと思います。  

 

今ほどのご意見に対して北陸電力さんは何かございましたらご

発言ください。  

 

ただいまの質問はタービンについてということでよろしいかと

思いますが、今回タービンについては、発生した地震によってタ

ービンのローター等重量のあるものが動きました。その動いたも

のが、このスライドの絵で見ていただくと、軸方向で位置決めを

しております中間軸受箱ですね、ここで言うと軸連結部って書い

てある赤い囲みがあるようなところに加わって、それによって変

位が生じて伸び差というものが通常の範囲を超えてしまったもの

でございます。それからその他にも、タービンの本体には問題は

なかったんですけれども、内側のタービンのローターとかと、外

側のケーシングというんですけれども、これの近接しているよう

なところが接触をしてございます。いずれにおきましても、損傷

についてはさほど大きくございませんでしたので、同程度の地震

がもう一度発生した場合においても、損傷の程度としてはそれほ

ど大きくはならないんじゃないかなというふうに考えでございま

す。以上でよろしいでしょうか。  

 

はい、わかりました。  

もう一つですが 16 ページにはぎとり波によって構造計算したと

ころ全周期帯で基準を下回ったという、これはこれで結構なんで

すが、この図は EW 方向ですけど、あと NS とか上下動についても

もちろん確認しておられると思うんですがちょっと教えていただ

きたい思います。  

 

先生の今ほどのご質問、 16 ページにお付けました図は方向とし

て EW ですが、その他の方向として縦の方向の UD、そして南北の報

告の NS、 3 方向でチェックしてございまして，新規制基準で設定

した基準地震動 SS-1 から 7 に包絡されております。以上でござい

ます。  
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ありがとうございました。  

 

どうぞ。  

 

２点ございます。  

資料の 1-2、２ページ。こちらで燃料プール冷却浄化ポンプの自

動停止についてのご報告なのですが、これ当然この操作をすると

きにはこの２段目のところで、本来ポンプ吐出流量を減少させる

操作を実施すべきところ、これ対応マニュアルがあるわけですよ

ね。これをきちんと実行されてなかったということが原因であっ

たということになろうかと思うのですが、この点について、今後

の改善策をどうなさるのかということをお聞きしたいのが第１点

です。  

それから第２点目は、14 ページ、7 月 24 日現在の発電所の現況

についてと、これ実はとても大事なことをざっと書いてあるので

すが、本日初めてこれを拝見してかなり説明が省略されたのです

が、この辺のところはやはり県民の方にとってもとても重要なと

ころで、後半のところの説明に比べますと、かなりちょっと略さ

れた印象があります。ここはきちんと説明をしていただければ良

かったかと思います。以上２点でございます。  

 

今ほどの２つの点についてご意見ありました。１点目および２

点目について、お願いしたいと思います。  

 

はい、ご質問ありがとうございます。まず１点目でございます

けれども、こちらは本来流量を減操作するということをやらなけ

ればならないことに関する気づきが少し足りなかったのかなとい

うふうに考えてございます。そういった点で、マニュアルへの記

載ですとか、気づき、そういった点について教育徹底等をしてい

く所存でございます。  

また、 14 ページの方、申し訳ございません、以降の詳細な部分

については、添付資料等を用いてご説明をすることということで

今回説明させていただきました。記載している内容につきまして

は、後ろの方の添付資料等で同様のことが記載されておりまして、

内容につきましてはお話をさせていただいたかと思っておりまし

たが、若干説明不足しておりました点ございましたら、誠に申し

訳ございませんでした。今後ご説明する際などには留意させてい

ただきたいと思います。以上です。  

 

はい、どうぞ。  

 

ご説明どうもありがとうございました。資料 1-2 の先ほどの質

問というかコメントに対するんですけれども、複数の２回地震が

来たらと言った話があります。先ほどの今回ご説明の中でも、新
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北陸電力  

  

 

規制基準での耐震のところで大丈夫だったというような、健全で

あったと言われたわけなんですけれども、コメントになりますけ

れども、今まで健全性だというのはあくまで歪みがそれ以下にあ

ったということなんですけれども、おそらく今回の地震を見ても

重要な建屋のところで、タービン以外のところでは特に異常は見

つかっていない、以外というのはおかしいですけど、ないとは言

えないですけれども、重要なところではおそらくそういうような

ことが見つかっていないということがあるかと思っております。

ですので、逆にそれを以って、実際に地震がもう一度起きたとし

ても異常は今ない状態ですから、もう一度地震が来てもおそらく

大丈夫だというふうに、例えばそのようなご説明の仕方をしない

と、なかなか複数の地震が来ても大丈夫だっていうような話には

ならないかと思います。現状では特に健全であると、さらに異常

は見つかっていない状態ですのでもう一度地震が来ても大丈夫だ

と、そのような例えばご説明をしていただければと思った次第で

ございます。それはちょっと１つ目で、申し訳ございません。  

あといくつか 23 ページ、同じ 23 ページの資料のところの最後

のところで、実際に変圧器のところで異常があったということな

んですけれども、これに対して今後起こらないようにっていうよ

うな対策をとるというように書かれているんですけれども、多分

考え方としてはちょっと違っていて、起こらないようにするのも

多分一つなんですけれども、起こったとしても、起こりうるとい

うことを前提にした何か対策っていうのもあった方がいいんだろ

う、というふうに考えております。ですので起こらないようにす

る、やはり頑強にするっていう方法だけではなくて、こういうふ

うなところがあるということを踏まえて、それがもしおかしくな

ったとしても、こういうような対応を考えていますというような、

次の二の矢というのも考えていただければと思った次第です。  

あと情報発信に関する取組み、これもコメントになりますけれ

ども、情報の流れだとか集約っていう、情報統制というかそのよ

うなところがしっかりとした体制をしていただきたいという要望

と、あと情報の信頼度は多分未確認というか、ちょっと噂程度と

言ったらおかしいですけれども、そのような第一報のところであ

るとなかなか信頼性が高くてなくて、おそらく確認中ということ

になるかと思います。ですのでそのような情報として集約された

場合においても、その情報の信頼度を踏まえたような、それだけ

社外発信される場合にはそれを踏まえた社外発信というのをして

いただければなというのが要望です。以上です。  

 

大きく 3 点だったと思います。コメントいただけるようならお

願いいたします。  

 

先生のコメント、私の方は地震の方ですね、地震の想定、複数

の地震と、非常に重要なお話をいただきました。今回の地震は国

の方で 160 キロ区間が活動したというふうに言われています。た
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だし、それがどういうメカニズムで動いたか、要するに今先生お

っしゃったように２回、まずは珠洲の方で破壊が開始して、北東

方向と南西方向に M7.3、M7.3 と２回の地震が広がっていった、そ

ういう知見があったり、いろんな研究機関がまだ研究過程でござ

います。秋口ぐらいに、各種学会等がありまして、各研究機関方

が今回の地震がどういうメカニズムで起こったのか、要するに１

回どんっと起こったのか、２回なのか、３回なのか。そういった

ものが地震観測記録を解析して出せます。それを踏まえて、先生

おっしゃるように次ですね、今回事後でどうだったかということ

で、次の地震をもし仮に来たときにどういう設定をするのかとい

うのが非常にポイントでして、 7.3、 7.3、２回を設定するのか、

地震動とするのか、それとも次回は 160 キロを一括で放出するの

か。そういうのが今後いろんな知見が出てきますので、そういっ

たものを我々、今収集しております。なので、今回の説明は、当

社から今回の地震は地震動全ての我々の設計地震動を収まってま

したよというふうに説明したんですが、次回、今回の地震の知見

で、より大きな地震が起こる可能性があるよというふうな知見が

出る可能性もございます。  

そういったものを踏まえまして、今回の知見をしっかり収集し

て、新規制基準の適合性審査の最中なものですから、それも踏ま

えまして、基準地震動をこの 2014 年に設定した波でいくのか、そ

れとも知見を踏まえて、少しまた補強していくのかっていうのは、

今後しっかり対応していきたいと思っております。どうもありが

とうございました。  

 

私からは２点についてご回答いたします。まずは変圧器の耐震

性の確保の仕方でございます。先生からのコメントは、共振した

ものについてがっちり固定するだけではなくて、もうちょっとい

ろいろなやり方も考えられては、ということだと理解いたしまし

た。  

まず共振の回避の仕方については固定して共振を回避するだけ

ではなくて、例えば接続しているところをフレキシブルな柔な構

造にして、要は共振が伝わったとしても、破断が起きないような

やり方もございます。それも検討してございます。  

それから今回大きな問題は油が漏れてしまって、内部短絡が起

こってしまった、早期に外部電源が受電できる復旧ができなくな

ってしまったというのはこれまた大きな問題でございました。こ

ちらに対しては、地震が起こって変圧器の油面が下がるようなこ

とがあれば、速やかに切り替えをするというような対策について

も我々考えてございます。仮ではありますけれども、現状の変圧

器については、現場でカメラをちょっと映して油面が中央制御室

でわかるような改善をして、仮に大きな余震が来たときには、速

やかに油漏れがないか確認して、必要に応じて対応するというよ

うなこともしてございます。このような形で共振しないようなハ

ード的なものだけではなくて、ソフト的なものについても対策を
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議  長  

 

委  員  

 

 

 

 

 

議  長  

 

北陸電力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

していきたいと考えてございます。  

それから情報発信の件でございます。ご指摘の通り、より正確

かつ迅速に情報を発信するというのが大事なことだというふうに

我々も考えてございます。正確さを追い求めるあまり、発災当初、

何も情報を出さないというのはあってはならないことだと思って

ございます。そういう意味で、正確な情報を迅速に石川県の方々

にお伝えをすると、我々が情報を集める中でその信頼性について

疑問があった場合は、そこは丁寧にお知らせをするというのが、

我々の今の目標でございます。今ほどの先生のご指摘を踏まえて

しっかりと対応していきたいと思ってございます。以上です。  

 

他ございますか。はいどうぞ。  

 

建物内のいろんな構造について、動的な評価とか、いろんな評

価をして、発電所は安全である評価をしておりますけれども、既

にこういうような評価をなさっていたら、油漏れのそういうとこ

ろも、全て評価はしてなかったんですか。その評価漏れっていう

ことになるのか、評価が甘かったのか。あるいは評価しなかった

のか、どういうことでしょうか。  

 

はいどうぞお願いします。  

 

変圧器の耐震性の評価につきましては、過去に中越沖地震で柏

崎の発電所の方で変圧器の火災が発生いたしました。その際に従

来、耐震 C クラス、一般の産業機器並の耐震性の確保ということ

で、評価をすることが業界で決められておったんですが、さらに

0.5G の静的な地震力が加わっても問題ないということを評価する

ことにしました。その際に当時の柏崎の場合は、基礎が非常に弱

くて、変圧器に相当揺れが加わって壊れたということがありまし

たので、先ほど私が申しましたような対策をとったんですが、変

圧器は全般としては剛の構造とみなして評価すればいいというこ

とになりましたので、当時前提条件としてこの周辺部分の油の冷

却器みたいな附属部品も含めた柔の構造の評価が必要であるとい

うことはちょっと知見としてございませんでした。従いまして我

々は今回の知見を新しい知見というふうに考えまして、改めて耐

震評価、要するに変圧器の部品の周辺部分も含めてモデル化をし

て、どんな形の揺れ方になるかということを改めて評価をして今

回このような柔構造による破損が発生するということがわかりま

した。当社としましては、今回の知見を踏まえまして、従来は変

圧器というのは安全上の重要度が低いクラスになっておりまし

て、耐震の評価が求められてございませんでしたし、先ほど申し

ましたものも、業界では自主的な対応という形でやってきたもの

でございます。今回の地震があったことを踏まえて我々も自主的

に変圧器の耐震性について確保をしていきたいと考えてございま

す。以上です。  
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（ 11:31）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

  

 

 

 

議  長  

（ 11:38）  

 

 

 

 

 

 

 

 

規制事務所  

  

 

 

 

はい。他ございますか。ないようでしたら今ほど委員の先生方

から様々なご意見いただきました。特に複数の委員の方々からは、

今回の資料の方について、県民にわかりやすい説明、あるいは県

民にわかりやすい情報発信をすべきだと、そういうご指摘も複数

の委員からあったと思います。先ほど 27 ページで情報発信の問題

点と対策についてというご説明がございました。ここに対策が一

番右側の方に赤字で書いてありますけれども、先ほど確か村上課

長さんの方の説明の中では、今後訓練を通じてそういう対策が実

効性あるものにしていきたいと、そういうご説明もあったと思い

ますので、ぜひ実効性ある訓練を通じて、この対策を実効あるも

のにしていただきたいと思っております。  

他にないようでございましたら次の議題の方に入りたいと思い

ます。それでは議題（３）及び（４）につきまして一括してご審

議をいただきたいと思います。  

議題（３）にあります志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結

果報告の令和５年度の第４報の案、議題（４）にあります志賀原

子力発電所温排水影響調査結果報告書の令和５年度第３報の案に

つきまして、事務局からご説明をお願いします。  

なおこれらの報告書案につきましては 6 月 27 日に開催されまし

た環境放射線測定技術委員会並びに温排水影響検討委員会におき

まして、専門的な見知からのご検討をいただいたものであります。 

お願いします。  

 

・「 No.2 志賀原子力発電所周辺環境放射線監視結果報告書 (案 )(令和

５年度第４報 )(令和 6年 1月～ 3月分 )（石川県）」を用いて説明  

・｢No.3 志賀原子力発電所温排水影響調査結果報告書（案） (令和

５年度第３報 )(秋季 )（石川県）」を用いて説明  

 

はい、どうもありがとうございます。今ほどの説明につきまし

て、ご質問等ございましたらお願いいたします。ご質問ございま

せんでしょうか。よろしいですか。それでは、特にないようでご

ざいますので、今ほど説明をさせていただきました、議題（３）

議題（４）につきましては、当協議会として承認をさせていただ

きたいと思います。  

それでは、次に移ります。その他（１）の原子力発電所に対す

る原子力規制検査結果等につきまして、志賀原子力発電所規制事

務所からご説明をお願いいたします。  

 

・｢No.4 志賀原子力発電所に対する原子力規制検査結果等の概要

（令和５年度第４四半期）」を用いて説明  
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規制事務所  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委  員  
 

議  長  

 

委  員  

 

 

 

 
 

議  長  

 

はい、どうもありがとうございます。説明につきましてご質問

等がございましたらお願いいたします。はい、どうぞ。  

 

ありがとうございます。こういうお話は私が委員になってから

初めて聞かせていただきました。ありがとうございます。規制庁

さんと北電さんとの間では、あんまり親しくなりすぎてもいけな

いし、さりとて、全然知らん顔同士であって情報が全然来ないと

いうのも困るから、緊張と緩和というのか、その辺りの間合いの

取り方が難しいかと思うのですけど、そういう意味ではきっとさ

れておられると思うのですけど、日頃規制庁さんの方の本庁の方

では、現場で働いておられる方はどういうふうに北電さんと付き

合いなさいよという、そんな指令はあるんですか。  

 

コメントできましたらお願いします。  

 

具体的に、こうしなさいという指針はないです。ただ、我々、

規制庁は特に公務員なので、元凶なんてもってのほかですけども、

事業者との間柄を疑わしく思われるような行為はするなと、これ

はもう強く言われてます。普通と言ったら失礼ですけど、これぐ

らいオッケーというようなことも正直、中にはありますが、規制

庁では特にそういうのも罷り成らぬ、ということになってます。

ご心配いただいた様に、仲良くしないと会話をしないと情報は出

てきません。当然フリーアクセスでいろんな権限持ってますから、

ズケズケいろいろ聞くことはできますけれども、本心をなかなか

探り出せない。ただ、本心を聞いたところで、検査で何か配慮す

ることも一切ありませんので、そういった意味では会議体、議論

をひたすら聞き続ける。その中でちょこっと出てくる本心を聞く。

その中で我々、あれと思ったことに対して質問をする。その繰り

返しです。繰り返しになりますけれども、疑われるようなことは

絶対にするなと、していなくても疑われたらダメ、ということで

す。そういうふうにご指導いただいてるのが実情です。失礼しま

した。  

 

はい、ありがとうございました。  

 

はい他ございますか。どうぞ。  

 

ご説明どうもありがとうございました。3 ページのところの内容

を少し確認させていただければと思います。①から⑪のところで、

その後ろのところに、何件か検査、未了と書かれているものに関

して、未了というのは一体どういう状況なのかというところだけ

ご説明いただければと思います。  

 

はい、お願いします。  
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（ 11:55）  
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議  長  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

議  長  

 

 

 

はい、検査未了というのは、検査が終わってませんというだけ

です。よく勘違いされるのですけれども、検査継続というのがあ

ります。検査継続というカテゴリーは、疑義があって、もう少し

ねっちり聞く必要があるから検査は継続と言う事、検査未了って

いうのはもっとすっきりしていて、時間が来たので見れませんで

したっていう意味です。そういった意味では 3 月 31 日で一旦切っ

てます。年中検査があって 360 日検査なんですけど、 31 日で形式

上を切るので、 31 日に稼働しての 1 日に確認ってなると未了扱い

となっています。ある意味、４月に入っちゃったよね、じゃあこ

れは未了だよね、ということで処理している。そこの違いでござ

います。  

 

はい、ありがとうございます。継続ではないということで、特

に問題があるということではないんですよね。  

 

はい、検査継続のような案件であれば、またちゃんと説明させ

ていただくことになると思います。  

 

他ございますか。よろしいですか。それではないようでござい

ますので、その他（２）の報告書の扱いにつきまして、事務局か

らご説明ください。  

 

・｢No.5 報告書の取り扱いについて」を用いて説明  

 

はい、ありがとうございます。今ほどの資料 No.5 の扱いにつき

ましては、別途委員の皆様方に書面でご意見を照会させていただ

きますのでよろしくお願いいたします。  

それでは本日予定をしておりました議題等の審議は全て終わり

ましたので、事務局の方から報告があります。  

 

 お手元に資料 No.6として配付しておりますのは、３月２７日に

開催しました前回の協議会の議事概要であります。これにつきま

しては、委員の皆様方に内容のご確認をいただいたものであり、

現在、ホームページ上で公開いたしておりますので、ご紹介させ

ていただきます。以上でございます。  

 

 以上で、本日の石川県原子力環境安全管理協議会を終わらせて

いただきます。長時間ありがとうございました。  

 


